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大川広域行政組合会計年度任用職員の任用に関する規則 

 

  
令和元年12月25日 
規 則 第 13 号 

  

   

 （趣旨） 

第１条 大川広域行政組合に勤務する会計年度任用職員の任用については、他の法令等に定めのあ

るもののほか、この規則に定めるところによる。 

 （定義） 

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

 ⑴ 会計年度任用職員 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以下「法」という。）第２

２条の２第１項第１号及び第２号に掲げる職員をいう。 

 ⑵ 任期の更新 会計年度任用職員の勤務実績を考慮した上で、当該会計年度内において同一の

者が同一の職に引き続き任用されるものをいう。 

 ⑶ 再度の任用 任期（更新した場合は、更新後の任期）満了後、会計年度任用職員であった者

を競争試験又は選考による客観的な能力の実証を経て、再度会計年度任用職員として任用する

ことをいう。  

 ⑷ 任用可能期間 会計年度任用職員を任用する日から同日の属する会計年度の末日までの期

間をいう。 

 （任用を行うことができる場合） 

第３条 任命権者は、必要性を判断の上一会計年度を超えない範囲内で置く非常勤の職（法第２８

条の５第１項に規定する短時間勤務の職を除く。）に会計年度任用職員を任用することができる。 

 （新規の任用） 

第４条 任命権者は、会計年度任用職員を新たに任用しようとするときは、公平、公正及び透明性

の観点から、原則として、募集による競争試験又は選考により客観的な能力の実証を経て任用す

るものとする。ただし、会計年度任用職員を任用しようとする職の職種の特殊性等から募集によ

ることが適当でないと認められるときは、この限りでない。 

 （任期及び更新） 

第５条 会計年度任用職員の任期は、任用可能期間の範囲内で任命権者が定める期間とする。ただ

し、任命権者が必要と認めたときは、任用可能期間の範囲内において更新することができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、公務上以外の負傷又は疾病による病気休暇を承認されている会計年

度任用職員が任期が満了する日までに職務に復帰する見込みがないときは、任命権者は、その任

期を更新することができない。 

 （再度の任用） 

第６条 任命権者は、第４条に規定する募集による競争試験又は選考により客観的な能力の実証を

経た場合に限り、会計年度任用職員の再度の任用をすることができる。ただし、会計年度任用職

員を任用しようとする職の職種の特殊性等から募集によることが適当でないと認められるとき

は、この限りでない。 
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２ 前項の規定にかかわらず、任命権者は、会計年度任用職員を任期（更新した場合は、更新後の

任期）満了時に任用していた職と同一の職種の職に任用しようとする場合に限り、第４条に規定

する募集を行わず当該会計年度任用職員の従前の勤務実績に基づく客観的な能力の実証により

再度の任用をすることができる。 

３ 前条第２項の規定は、会計年度任用職員の再度の任用について準用する。 

 （任用通知） 

第７条 任命権者は、第４条の規定により会計年度任用職員を新たに任用するとき、第５条の規定

により任期を更新するとき又は前条の規定により再度の任用をするときは、当該会計年度任用職

員に対しその旨を通知するものとする。 

２ 任命権者は、前項の規定による通知と併せて任期、職種、勤務場所その他当該会計年度任用職

員の勤務に関する事項（第９条において「勤務条件等」という。）を通知するものとする。 

 （服務の宣誓等） 

第８条 会計年度任用職員に任用（再度の任用を含む。）された者は、任命権者に対し法第３０条

から第３８条までに規定する事項のほか任命権者が定める事項を遵守する旨の宣誓をしてから

でなければ、その職務を行ってはならない。ただし、任命権者が、天災、事変その他緊急な事態

に際し必要があると認めるときは、この限りでない。 

２ 会計年度任用職員に係る法第３５条の規定による職務に専念する義務の特例については、正規

職員（大川広域行政組合職員の定数に関する条例（昭和４８年大川地区広域行政振興整備事務組

合条例第７号）の適用を受ける職員をいう。以下同じ。）の例による。 

３ 会計年度任用職員（法第２２条の２第１項第１号に掲げる職員に限る。）は、法第３８条第１

項に規定する営利企業に従事等をしようとするときは、その旨を任命権者に届け出なければなら

ない。 

 （勤務条件等の変更） 

第９条 任命権者は、任期の途中で、又は第５条第１項ただし書の規定による任期の更新に際し、

会計年度任用職員の同意を得た上で当該会計年度任用職員の勤務条件等（職種及び業務内容を除

く。）を変更することができる。 

２ 任命権者は、前項の規定により会計年度任用職員の任期の途中で勤務条件等を変更したときは、

その旨を当該会計年度任用職員に通知するものとする。 

３ 任命権者は、第６条第１項の規定による再度の任用の場合を除き、会計年度任用職員の勤務条

件等を変更することはできない。 

 （退職等） 

第１０条 会計年度任用職員の任期が満了したとき又は会計年度任用職員が死亡したときは、別に

通知することなく解職されたものとする。 

２ 会計年度任用職員は、任期の途中において退職しようとするときは、原則として、その退職し

ようとする日の３０日前までに退職願を所属長を経て任命権者に提出しなければならない。 

 （その他） 

第１１条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の任用に関し必要な事項は、管理者が

別に定める。 

   附 則 
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 （施行期日） 

１ この規則は、令和２年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、令和元年１２月２５日

から施行する。 

 （準備行為） 

２ この規則により新たに任用する会計年度任用職員の募集等に必要な準備行為は、この規則の施

行日前においても、行うことができる。 

 

 


